
 

 

防府市建設工事等予定価格積算内訳公表実施要綱  

平成１３年４月１日制定  

第１条 目 的  

  防府市が発注する建設工事（防府市建設工事等請負業者選定事務

要綱（以下、「選定要綱」という。）第１条に規定する「建設工事」

をいう。以下同じ。）及び建設コンサルタント業務等（選定要綱第１

条に規定する「測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び

補償関係コンサルタント業務」をいう。以下同じ。）（以下総称して

「建設工事等」という。）の積算の透明性の一層の向上を図る観点か

ら、積算内訳の事後公表を実施するものとする。  

第２条 公表の対象  

  公表の対象は、防府市が発注する建設工事等とする。ただし、次

の場合を除く。  

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号。）第１

６７条の２第１項第１号から５号・７号の規定及び防府市財務規則

（平成８年３月１９日規則第６号。以下「財務規則」という。）第

１０３条第１号の規定により随意契約によることとした場合。  

（２） 防府市建設工事等の入札に係る積算疑義申立て手続きに関す

る取扱要領第２条に規定する積算疑義申立て手続きの対象となる

場合。  

第３条   公表の内容  

  公表する積算内訳の資料に明示する内容は次のとおりとする。  

（１） 表紙には、工事名、工事場所、工事概要を記載する。  

（２） 内訳書には、工事の種類により次の項目を記載する。  

  ① 土木系工事及びコンサルタント業務（土木系工事関係）  

   （a）「種別」「工種」に相当する積算構成項目について、それぞ

れの名称、単位、数量（一式）、金額を記載する。  

(b）「細別」「規格」に相当する積算構成項目について、それぞ

れの名称、単位、数量、規格を記載する。  

   ② 営繕系工事及びコンサルタント業務（営繕系工事関係）  



 

 

   内訳書及び代価表等の数量、金額等を明示する積算内訳の工事  

   費内訳書、科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書、共  

   通費算定書、代価表  

    ただし、分割発注等により施工箇所及び工事内容が概ね同一

である別工事を同一年度内に発注する予定がある場合など、反

復継続される同種の事業の実施が著しく困難になるおそれがあ

る場合は、従来どおり積算体系上の「科目及び中項目」の数量、

金額等を明示する積算内訳の資料を公表する。  

 （３） 金額の記載は工事（業務）価格までとし、消費税等相当額及

び工事（業務）費計は記載しないものとする。  

第４条    公表の時期  

  防府市建設工事等競争入札執行事務要綱第９条第２項の規定によ

るものとする。  

第５条 公表の場所  

  防府市入札情報公開システムにおいて公表する。  

第６条 公表方法  

防府市建設工事等競争入札執行事務要綱第９条の規定によるもの

とする。  

第７条 公表の期間  

  公表する内容を記した資料は、競争に付した場合は入札を執行し

た日の属する年度及び翌年度において、随意契約によることとした

場合は契約を締結した日の属する年度及び翌年度において閲覧に供

するものとする。  

附 則  

 この要綱は、平成１３年４月１日以降入札を執行した工事について

実施するものとする。  

附 則（一部改正）  

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則（一部改正）  

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  



 

 

   附 則  

 この要綱は、平成２９年１月４日から施行し、同日以降指名通知又

は公告を行うものから適用する。  

附 則（一部改正） 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行し、同日以降指名通知又

は公告を行うものから適用する。  

附 則（一部改正） 

この要綱は、令和５年１０月１日から施行し、同日以降指名通知又

は公告を行うものから適用する。  

附 則（一部改正） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、同日以降指名通知又は

公告を行うものから適用する。  

 

 


